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衆
議
院
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和
則
君
提
出
家
計
の
年
間
の
食
費
に
係
る
消
費
税
負
担
額
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
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弁
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送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
家
計
の
年
間
の
食
費
に
係
る
消
費
税
負
担
額
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
の
家
計
調
査
令
和
六
年
平
均
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
食
料
に
係
る
年
間
支
出
金
額
（
主
と

し
て
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
二
に
規
定

す
る
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
支
出
金
額
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
分
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
等
を
基
に
計
算
し
た
金
額
は
、
二
人
以
上
の
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
二
十
九
万
六
千
六
百
二
十
一
円
、
二

人
以
上
の
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
二
十
六
万
百
七
十
六
円
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
に
お
い

て
、
平
均
月
額
（
当
該
金
額
を
十
二
箇
月
で
単
純
に
除
し
た
額
を
い
う
。
）
は
、
二
人
以
上
の
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み

約
二
万
四
千
七
百
十
八
円
、
二
人
以
上
の
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
二
万
千
六
百
八
十
一
円
で
あ

り
、
平
均
日
額
（
当
該
金
額
を
三
百
六
十
六
日
で
単
純
に
除
し
た
額
を
い
う
。
）
は
、
二
人
以
上
の
世
帯
は
一
人
当
た
り
税

込
み
約
八
百
十
円
、
二
人
以
上
の
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
七
百
十
一
円
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
二
人
以
上
の
世
帯
の
場
合
と
同
様
の
方
法
で
計
算
す
る
と
、
総
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み



 

２ 

 

約
三
十
一
万
五
千
六
百
八
十
八
円
、
総
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
二
十
七
万
四
千
六
百
二
十
八
円

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
均
月
額
（
当
該
金
額
を
十
二
箇
月
で
単
純
に
除
し
た
額
を
い
う
。
）
は
、
総
世

帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
二
万
六
千
三
百
七
円
、
総
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
二
万
二
千
八
百

八
十
六
円
で
あ
り
、
平
均
日
額
（
当
該
金
額
を
三
百
六
十
六
日
で
単
純
に
除
し
た
額
を
い
う
。
）
は
、
総
世
帯
は
一
人
当
た

り
税
込
み
約
八
百
六
十
三
円
、
総
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世
帯
は
一
人
当
た
り
税
込
み
約
七
百
五
十
円
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
の
家
計
調
査
令
和
六
年
平
均
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
二
人
以
上
の
世
帯
の
う
ち
勤
労
者
世

帯
に
お
け
る
食
料
に
係
る
年
間
支
出
金
額
等
を
基
に
計
算
し
た
結
果
で
あ
る
約
一
万
九
千
二
百
七
十
二
円
及
び
総
世
帯
の
う

ち
勤
労
者
世
帯
に
お
け
る
当
該
結
果
で
あ
る
約
二
万
三
百
四
十
三
円
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
年
間
の
食
費
に
係
る
消
費
税
負
担
額
を
一
人
二
万
円
と
し
た
場
合
の
、
一
人
当
た
り
の
年
間
の
食
費
」
の
具

体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
課
さ
れ
た
消
費
税
額

及
び
当
該
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
た
地
方
消
費
税
額
の
合
計
額
が
二
万
円
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
当
該



 

３ 

 

軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の

額
、
当
該
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
課
さ
れ
た
消
費
税
額
並
び
に
当
該
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
た
地

方
消
費
税
額
の
合
計
額
を
指
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
金
額
を
計
算
す
る
と
、
税
込
み
二
十
七
万
円
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合

に
お
い
て
、
平
均
月
額
（
当
該
金
額
を
十
二
箇
月
で
単
純
に
除
し
た
額
を
い
う
。
）
は
二
万
二
千
五
百
円
で
あ
り
、
平
均
日

額
（
当
該
金
額
を
三
百
六
十
五
日
で
単
純
に
除
し
た
額
を
い
う
。
）
は
約
七
百
四
十
円
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
予
算
に
お
け
る
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
収
等
を
基
に

計
算
し
た
結
果
で
あ
る
約
四
万
四
百
十
八
円
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
石
破
内
閣
総
理
大
臣
が
自
由
民
主
党
総
裁
と
し
て
、
令
和
七
年
六
月
十
三
日
の
記

者
会
見
に
お
い
て
、
「
政
調
会
長
に
、
決
し
て
バ
ラ
マ
キ
で
は
な
く
、
本
当
に
困
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
重
点
を
置
い
た
給

付
金
を
来
る
べ
き
参
議
院
選
の
公
約
に
盛
り
込
む
よ
う
検
討
す
る
よ
う
に
指
示
を
い
た
し
た
」
と
述
べ
た
も
の
と
承
知
し
て

お
り
、
同
月
十
九
日
に
同
党
が
公
表
し
た
「
日
本
を
動
か
す 
暮
ら
し
を
豊
か
に
」
に
お
い
て
は
、
「
子
供
や
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
大
人
の
方
々
に
は
一
人
四
万
円
・
・
・
を
給
付
し
ま
す
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 



 

４ 

 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
家
計
調
査
」
に
お
け
る
支
出
金
額
を
基
に
し
た
推
計
の
結
果
と
お
尋
ね
の
「
消
費
税
収
」
を
基
に
し
た
推
計

の
結
果
と
が
相
違
す
る
要
因
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
家
計
調
査
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
に
お
け
る
家
計
の
収
入
や

支
出
等
の
実
態
を
把
握
し
、
国
の
経
済
政
策
や
社
会
政
策
の
立
案
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
サ

ン
プ
ル
調
査
で
あ
る
こ
と
、
お
尋
ね
の
「
消
費
税
収
」
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
家
計
調
査
」
の
結
果
を
基
に
計
算
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
訪
日
外
国
人
旅
行
者
が
支
払
っ
た
消
費
税
額
も
推
計
の
結
果
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。 


